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車両保有台数１０両以下の小規模事業者
が６割近くを占める。 

平成２～２３年の間、新規参入事業者数43,211者、退出事業者数20,200者、事業者増加数23,011者 

国内貨物輸送量 
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事業者数 輸送量(ﾄﾝ) 車両数 

1,054,668両 1,358,400両 

トラック運送事業者の規模 

車両数別 平成21年度実績 

トラック輸送は国内貨物輸送の9割以上を占め
る。また、営業用トラックの売上高は12兆2千億
円を誇り、総従業員数は158万人を擁する。 

事業者数・車両数・輸送量の推移 

10両以下 
58.1% 11～20両 

    20.8% 

31～50両 
    6.5% 

21～30両 
    9.1% 

※平成22年度の輸送トン数は、統計手法の変更等があり、連続性が担保されないため記載していない。       資料 国土交通省、厚生労働省 
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１ ． ト ラ ッ ク 運 送 業 界 の 現 状  

40,072者 

63,083者 

24億2千8百万ﾄﾝ 

26億8千7百万ﾄﾝ 

営業利益率の推移 

製造業は黒字を保っているが、トラック運送事業は
平成１９年度以降５年連続して赤字となっている。 

貨物自動車 
（営業用） 
  2,687 
  55.6% 

貨物自動車 
（自家用） 
  1,767 
   36.6% 

  332 
  6.9% 

    鉄道 
   43  0.9% 

航空 
 1  0.02% 

トンベース(単位：百万ﾄﾝ) 

内航海運 

資料：全日本トラック協会「経営分析報告書」 
    財務省「法人企業統計調査」 
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資料：全日本トラック協会「経営分析報告書」 

(年度) 平成 

輸送量(十万ﾄﾝ)・事業者数 

(%) 

29億3千3百万ﾄﾝ 

平成23年度実績 
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ドバイ原油価格 

ローリー価格 

１．国民生活に必要なトラック輸送サービスを維持するための燃料高騰対策補助金等の創設 
 
２．燃料高騰分の価格転嫁のための対策拡充 
  （１）燃料サーチャージ導入促進策の一層の推進 
  （２）燃料サーチャージ導入に係る荷主の協力を確実なものとするための荷主関係団体への強力な要請 
 
３．エネルギー価格対策の強化 
  （１）軽油の価格監視の徹底 
  （２）安価な備蓄原油の早期放出等の抜本的対策の実施 
 
４．軽油引取税の旧暫定税率の廃止または一時凍結                                                 

２．軽油価格高騰に対するトラック運送業界からの要望  

72.85円 

45.59ﾄﾞﾙ 

113.13円 

106.9ﾄﾞﾙ 

※ドバイ原油価格は、「旬刊セキツウ」「日刊セキツウ」、ローリー価格は、「全ト協調査価格（消費税抜）」より作成 

原油価格高騰や円安の影響を受け、軽油価格が急騰している。
平成２１年３月時点と比較した場合、１リットルあたり ４０.２８円 も
上昇しており、 これを営業用トラックの年間燃料消費量（１６５億
㍑）に換算すると、業界全体で 約６，６５０億円 のコスト増となる。 

ローリー価格 
(円／リットル) 

ドバイ原油価格 
(ドル／バレル) 

２－２．これまでに講じられた軽油価格高騰に対する諸施策 

平成２０年 
１１月 

【平成２０年度１次補正予算】 
低公害車普及促進対策（１０億円）  

中小トラック事業者構造改善実証実験事業（５０億円） 
荷主等とのパートナーシップによる構造改善実証実験事業(１．５億円) 

平成２１年 
４月～７月 

【平成２０年度２次補正予算】 

中小トラック事業者構造改善実証実験事業（１５０億円）  

平成２４年 
５月 

燃料サーチャージ制促進と中央・地方の経済団体に対する働きかけ 

平成２５年 
２月 

【平成２４年度補正予算】 
先進環境対応型ディーゼルトラック等導入に対する補助（１５億円） 

平成２５年 
４月 

トラック運送業における燃料サーチャージの導入の促進に向けての
取組について（国交省通達） 

平成２５年 
５月 

国交省・経産省による経団連・日商に対する燃料油価格高騰下にお
ける適正取引推進に関する緊急協力要請 

２－１．原油価格と軽油価格の動向 

２ 



Ｑ：軽油価格の高騰が今後も続いた場合、トラック運送事業を継続できるか。 

資料  全日本トラック協会「軽油価格の高騰と運賃転嫁に関する調査」(平成25年3月)より 

事業規模の縮小や廃業まで視野に入り将来の 
事業継続が不安 

経営努力にも限界があり、将来の事業継続が不安 

厳しい経営状況にあるが、何とか事業継続できる 

87.8% 11.5% 
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Ｑ：主たる荷主との交渉で、軽油価格高騰分を運賃に転嫁できているか。 0.7% 

全く転嫁できていない 

一部転嫁できている 

ほぼ転嫁できている 

「軽油引取税の減税（８２．６％）」「燃料サーチャージの実効性担保（６１．９％）」「燃料費を補填する補助金の創設（４１．５％）」などが多く挙げられた。 

Ｑ：軽油価格の高騰に伴い、行政やトラック協会へどのような支援を望むか。（複数回答） 

２－３．軽油価格の高騰と運賃転嫁に関する調査概要 

事業者数 
届出事業者数 全事業者数 割合 

４，９６７ ６３，０８３ ８％ 

 トラック運送業者は荷主等に対する運賃交渉力が極めて弱く、燃料コ
ストを運賃に転嫁することができず、自らが負担せざるを得ない状況に
陥っている。 

※平成２５年７月末現在 

60.6% 33.8% 5.6% 
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【東北地方の運送事業者の例】 
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【九州地方の運送事業者の例】 

【資料】 全日本トラック協会「経営分析報告書 平成23年度決算版」データより 

２－５．長距離運送事業者の運送費に占める燃料費割合の推移 ２－４．燃料サーチャージ制運賃届出状況 



上乗せ分 
※（  ）内は上乗せ後の税率 

トラック業界 
増加負担額 

※（  ）内は税収額 

 平成24年9月30日まで ―      (2円04銭) 

平成24年度 
（10月1日から半年間） 

＋25銭    (2円29銭) 20億円 (400億円) 

平成25年度 ＋25銭    (2円29銭) 41億円 (800億円) 

平成26年度 ＋50銭    (2円54銭)   82億円 (1,600億円) 

平成27年度 ＋50銭    (2円54銭)   82億円 (1,600億円) 

平成28年度 ＋76銭    (2円80銭) 125億円 (2,400億円) 

※業界負担増加額は、営業用トラックの軽油･ガソリン使用量を165億リットルとして推計。 

３．石油石炭税に係る「地球温暖化対策のための課税特例」について還付措置の要望  

○平成２４年度の税制改正において、石油石炭税に課税の特例が設けられ、地球温暖化対策のための税が導入された。 

 

○営業用トラックは自家用トラックに比べ格段にＣＯ２排出量が少なく、また安定した輸送力を保っているが、昨今の燃料価格

高騰等により、新たな税金の負担増にはとても耐えられない状況にある。 

 

○内航運送用船舶、一般旅客定期航路、鉄道、国内定期航空、農林漁業については、平成２６年３月３１日までの間、還付措

置が講じられており、営自転換の促進及び安定輸送の確保並びに課税の公平性を確保するため、トラック運送業についても

還付措置を適用していただきたい。 

４ 

○平成２４年度には、還付措置ではなく、
「低炭素型自動車交通推進事業」として、 
約１６億円の補助金の措置が講じられた。 
 
○平成２５年度は補助金の措置等はない。 



４．高速道路料金に対するトラック運送業界からの要望  

○高速道路の利用は、輸送時間の短縮やドライバーの労務負担軽減という直接的な効果ばかりでなく、一般道における交通事

故の削減や、環境改善に大きな効果をもたらすことから、最大限活用できる料金制度を構築すべきである。 

 

○高速道路を積極的に利用するため、業界を挙げて利用促進キャンペーンを展開しており、終日基本料金の半額化、および大

口多頻度割引の拡充により、実質割引率を現在の５０％から７０％にされたい。 

 

○そのために、自動車重量税（６，５００億円）を高速道路割引財源として活用し、また高速道路の「用地（８．５兆円）」を保有機

構から国に移管し当該債務を削減するなど、料金割引の財源を確保されたい。 

現行の営業用トラックに対する実質割引率は５０％ 
↓ 

実質割引率を７０％水準にすると、道路会社は２，０００億円の減収となるものの、年間経済効果は８，９００億円 

実質７０％割引 ８，９００億円 
時間短縮による物流効率化・交通事故削減・消費燃料削減 

１０％上昇 

割引率拡充 年間の経済効果 利用率の上昇 

４－１．割引率拡充による経済効果の試算 

４－３．料金割引率拡充に対する意向 

現在の利用率 
割引率７０％となった 

場合の利用率 

秋田県トラック運送事業者Ａ ４０％ ⇒ ８０％ 

福岡県トラック運送事業者Ｂ ５０％ ⇒ ８５％ 

鹿児島県トラック運送事業者Ｃ ７０％ ⇒ ９０％ 
【資料】全日本トラック協会「高速道路利用に関する実態調査」(平成24年12月)より 

４－２．高速道路料金収入と営業用トラックの負担額 

※NECXO東日本・中日本・西日本・本四・首都高・阪高 ５ 

高速道路会社の料金収入 ２兆１，３２５億円 

営業用トラックの料金負担額 ５，１５１億円 

（※） 


